
創業支援補助金　よくあるご質問
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友人から全額出資してもらい法人を設立し創業しようと考えています。応募可能です
か。

応募される方が資本金として出資する割合が50%超で、友人の割合が50%未満であれ
ば対象となりますが、全額友人から出資してもらう場合は対象外です。

大学在学中に創業したいが、学生枠か若者枠のどちらも応募できますか。

各枠を併用しての応募はできません。
学生枠と若者枠で補助率・限度額が変わりますので、対象事業費に応じて選択してく
ださい。

本市が運営する創業支援拠点施設「チャレンジオフィスあきた」に、創業段階の相談
業務を行うインキュベーションマネージャーが常駐しており、随時予約を受け付けてお
ります。
なお、不在にしている場合もございますので、事前にご予約の上お越しいただきます
ようお願いいたします。
【チャレンジオフィスあきた】
〒010-0001　秋田市中通二丁目２番３２号　山二ビル７階
TEL　018-827-5868

どのような人が対象になりますか。

各枠で以下の要件を定めていますが、これ以外にも各枠共通の要件がありますの
で、詳しくはご相談ください。

・秋田市内で法人を設立して創業しようとする方

・個人事業主の法人成りは、事業拡大を伴う場合で、応募日が創業日（個人事業開始
日）から起算して５年未満の場合に対象となります。

・県外から秋田市に住民登録して創業しようとする方

・秋田市に転居しようとする方または応募日が秋田市に住民登録してから36か月以内
の方

・35歳未満で創業しようとする方

・大学、短大、高専、専門学校、高校等に在学したまま創業しようとする方

起業をしようと考えていますが、準備段階でも参加できるセミナーなどはありますか。

本市で実施している「ビジネススタート支援事業」や秋田商工会議所で実施している
「あきた起業塾」などがあります。時期により実施しているセミナー等が異なりますの
で、詳しくはお問い合わせください。

創業計画書の書き方が分かりませんが、相談することは可能ですか。

応募可能なケース

応募不可なケース

友人の出資割合

51% 49%

50% 50%

応募者の出資割合
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車種の指定はありませんが、営業車として用いられる車両のみを補助対象としており
ます。
営業用車両として、通常必要とは考えられないもの（高価なカーステレオやカーナビ
ゲーション、アルミホイールなどの装備品ならびにサンルーフなどのオプション仕様
等）は対象外となります。

パソコンの購入を検討していますが、中古品の購入も対象になりますか。

古物商の許可を得ている業者からの購入であれば対象となります。ただし、次の要件
のいずれも満たす必要があります。
・型式や年式が同じ新品のものより、金額が低いこと。
・個人からの購入やオークションまたはフリマサイトでの購入ではないこと。

機械器具費や広告宣伝費などのうち、補助対象外となる経費はありますか。

補助対象外経費の例として次のものが挙げられます。補助対象経費に該当するかど
うかについては、あらかじめご相談ください。

【補助対象外経費の例】
・事業用か私用か判別が難しいもの（スマートフォン、表計算ソフト等の汎用性の高い
ものや店舗兼住宅にかかる事業拠点費など）
・事務所や店舗を賃貸する際に発生する敷金、賃料の１か月分を超える前家賃
・名刺・カード類等の消耗品
・協会等への入会金や保証金、資格取得にかかる経費
・登録免許税、印紙税

補助金の交付申請時に見積書を提出した物品等と違うものを購入することは可能ですか。

原則、補助金交付申請時に提出いただいた見積書のものを購入してください。
なお、購入予定の物品等が在庫切れ等により購入が不可能となった場合は、別途変
更申請により代替品の購入が可能となる場合がありますので、購入前にご相談くださ
い。

車両の購入を検討していますが、車種等の指定はありますか。

法人を設立する前に応募することは可能ですか。

応募前に既に法人を設立している場合は対象外となります。
なお、応募後であれば法人を設立できますが交付決定前に着手した経費（この場合
は申請手数料等）は補助対象外となります。交付決定前に着手する場合は、「補助金
交付決定前着手届」の提出が必要となりますので、あらかじめご相談ください。

補助金の対象外となる業種はありますか。

農林漁業や医療業（病院等）、金融保険業、風俗営業は対象外となります。
詳しくは各申請要領の別記をご参照ください。

応募前に購入したものがありますが、補助金の対象となりますか。

補助の対象となる経費は、交付決定後に発注、契約、納品、支払したものに限られま
すので、応募前に発生した費用は補助対象となりません。交付決定前に着手する場
合は、「補助金交付決定前着手届」の提出が必要となりますので、あらかじめご相談く
ださい。
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起業後、経営が上手くいくか不安です。補助金利用後のフォローアップ制度はありま
すか。

本制度を活用された方は、経営の専門家である中小企業診断士等に対して経営相談
を行うことができる制度（起業家成長支援事業）があります。

原則、不可とします。
やむを得ない理由で変更となる場合、再度書類審査を行いますので速やかに報告し
てください。

融資での資金調達も検討していますが、補助金を受けることで優遇措置はありますか。

創業支援補助金を利用された方が、本市の制度融資である「創業資金」で借り入れす
る場合、利子補給の対象となります。
なお、融資のお申し込みについては制度取扱金融機関へご相談ください。

【創業資金概要】
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中心市街地の空き店舗への出店を検討していますが、中心市街地等空き店舗対策事
業の補助金とどちらも応募することは可能ですか。

補助対象経費が異なる場合は、中心市街地等空き店舗対策事業と併用することがで
きます。
例
創業支援補助金で「機械器具費」と「広告宣伝費」を利用した場合
→中心市街等空き店舗対策事業では、「改装費」と「賃借料」が対象（広告宣伝費が対
象外）

事業実施予定地を変更することは可能ですか。

物品等をクレジットカードで購入することは可能ですか。

可能ですが、代表者又は会社の名義のカードに限ります。証拠書類として、実績報告
時に領収書、クレジットカードの利用明細書および利用代金が引き落とされた通帳を
提出してください。
なお、実績報告期限までに提出が不可能なものは対象経費に含みません。

電子マネーやポイント等で購入することは可能ですか。

電子マネー、小切手および手形による支払は不可。
また、ポイントやクーポンで支払った部分は対象経費に含みません。
例　1万円のうち2千円をポイントで支払った場合、対象経費は8千円。

借入限度額 利率 返済期間

1.7%
補助金利用者は借入から当初3年

間1%の利子補給
（当初３年間の利率が実質0.7%）

最長10年
据置期間最長1年

2,000万円


